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  新年明けましておめでとうございます。 

   会員の皆様には平成２６年の輝かしい新年を清々しくお迎えのこととお慶び申し上げます。 

   旧年中は、商工会の諸運営に対しご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました。 

本年も、何卒よろしくお願い申し上げます。 

  昨年の今頃、新安倍内閣はアベノミクスと銘打って３本の矢を用意致しました。 

①大胆な金融政策、②機動的な財政政策、③民間投資を喚起させる成長戦略等を発表し国

民の期待を集めました。以来１年間その成果が随所に表れて来ている様に思いますが、３本目の矢

であります成長戦略までは至っていないように感じます。今後の迅速な動向に期待をしたいと思います。 

 さて、昨年の暮れより全国商工会連合会では、「小規模企業基本法の早期制定を求める運動」を展開して居りま

す。また、三重県では「三重県中小・小規模企業振興条例」が制定されようとしています。いずれも、我々中小零細企

業を公的に支援して元気を与え、地域の振興を計ろうとする政策であります。 

 安倍内閣の３本目の矢と共にこれらの政策がウマく行ってくれることを信じて今年１年を頑張りましょう。 
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   効力発生日 最 低 賃 金 額 

地域別最低賃金 三 重 県 最 低 賃 金 H25.10.19 時間額 ７３７ 円 

特定 （産 業 別） 

最 低 賃 金 

ガ ラ ス ・ 同 製 品 製 造 業 H26.  1. 4 時間額 ８００ 円 

銑 鉄 鋳 物 、 可 鍛 鋳 鉄 、 鋳 鉄 管 製 造 業 H10.12.15 
時間額 ７３９ 円 

日  額 ５，９０７ 円 
電 線 ・ ケ ー ブ ル 製 造 業 H26.  1. 4 時間額 ８２０ 円 
洋 食 器 ・ 刃 物 ・ 手 道 具 ・ 金 物 類 製 造 業 H26.  1. 4 時間額 ８１６ 円 
一 般 機 械 器 具 製 造 業 H15.12.15 時間額 ７６２ 円 
電 気 機 械 器 具 、 情 報 通 信 機 械 器 具 

電 子 部 品 ・ デ バ イ ス 製 造 業 H26.  1. 4 時間額 ８０５ 円 
自動車・同附属品製造業、産業用運搬車両・同部分品・

附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 H26.  1. 4 時間額 ８４１ 円 

    

                 消費税講習会のご案内  
 

 平成２６年４月より消費税が５％から８％に引き上げられます。何時の時点で売上や仕入等に伴う新旧の 

消費税率を適用するのか、価格表示や転嫁をどうするのか等事業者の方々の混乱も予想されます。 

 伊賀市商工会では、消費税率引き上げの概要・留意点及び消費税の経理処理等につき下記により講習会を 

開催致します。是非この機会に受講頂き、消費税率引き上げの対応をご準備ください。 
 

   日時： 平成２６年２月７日（金） 午後１時３０分～ 
   場所： 大山田産業振興センター ２階研修室 
   内容： 消費税率引き上げに伴う留意点及び経理処理 

   講師： 税理士 結 城 好 一 先生 
 

※ お申し込み・お問い合わせは本所または最寄りの支所までご連絡ください。            
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      次回の 会員一斉訪問実施予定日は ２月４日（火） です  
 

    

 ☎ 45- 2210  

          《貸 付 金 利 の 状 況》      （平成２６年１月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付 １．９０％   → 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．６０％   → 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．７５％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％～２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．５５％   → 

記帳継続指導個別相談会のお知らせ 
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リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
 

   商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業

以外の相談も可）まで、気軽にご利用ください。相談予定日は毎月第一金曜日です。（平成２４年度は２８件

の相談がありました。）  

        次回相談予定日  平成２６年２月７日（金） 午前１０時 ～ 午後４時  

 ■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所まで事前にお申し込みください。 


